ゲーム著作物利用申請書 兼 許諾書
1. 利用申請欄
株式会社コトブキソリューション 御中
私は、本申請書下段「2. 利用規約」の全条項を確認し、これに同意した上で、貴社著作物の利用許諾を申請いたします。また、本手続きにおける電子署名等の送付先として、本書最下部の締結権限者情報を申告します。
申請日： 西暦　　　　年 　　月 　　日
■ 申請法人名： [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
■ 住所： [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
■ 対象タイトル： [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
■ 配信予定チャンネル（URL）： [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
■ 利用目的（企画内容等）： [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]


2. 利用規約
第1条（許諾の範囲） 株式会社コトブキソリューション（以下、「甲」という。）は申請者（以下、「乙」という。）に対し、乙が管理・運営する上記配信予定チャンネルにおいて、本規約の定める範囲で、上記対象タイトルのプレイ動画の投稿およびライブ配信（以下、「本件配信」という。）を行うことを許諾します。
第2条（配信可能範囲とガイドラインの遵守） 本件配信における配信可能範囲（ストーリーの公開範囲、ネタバレの制限等）および利用ルールについては、原則として以下のURLに掲載されているガイドラインに準拠するものとします。乙は、本件配信にあたり当該ガイドラインを確認し、これを遵守しなければなりません。
【参照ガイドラインURL】 https://www.kemco.jp/guideline/fan_movie.html
第3条（収益化） YouTube、Twitch等の動画投稿プラットフォームが公式に提供する収益化機能（広告収入、スーパーチャット等のいわゆる投げ銭機能等）を利用した収益の受領を認めます。ただし、動画データそのものの販売や、視聴自体に別途対価を要する形態（有料会員限定公開など）での利用は本許諾の対象外とします。
第4条（優先条項）本規約及び本紙許諾回答欄の内容が、第2条に定めるガイドラインの定めに矛盾又は抵触した場合、本規約及び本紙許諾回答欄の内容が優先されます。
第5条（禁止事項） 乙は、本件配信にあたり以下の行為を行ってはなりません。 
(1) 上記ガイドラインで定められた配信禁止区間を公開すること。 
(2) ゲーム内のBGM、音声、画像アセット等を、ゲームプレイ映像から分離して単独で視聴・利用可能な状態で配布または配信すること。 
(3) 公序良俗に反する内容、政治的・宗教的信条の過度な主張、特定の個人・団体を誹謗中傷する内容を含む配信。 
(4) 甲および対象タイトルの品位、信用を毀損する行為。
第6条（権利の帰属） 本件配信に係る動画に含まれる対象タイトルの著作権その他一切の知的財産権は、甲またはその権利者に帰属します。
第7条（免責事項） 本件配信に関連して、乙と第三者との間で生じた紛争や損害について、甲は一切の責任を負いません。
第8条（反社会的勢力の排除） 乙は、自らが反社会的勢力でないこと、および反社会的勢力と関係を有していないことを表明し、保証します。
第9条（許諾の取り消し） 
1．乙が本規約及び本紙許諾回答欄に違反した場合、甲は即時に本許諾を取り消し、乙に対して損害賠償を請求できるものとします。
2．甲が対象タイトルの配信を終了した場合、本許諾は取り消されるものとします。
3．前二項に定めるもののほか、甲は自らの都合により、乙に対し7日前までに通知することにより、本許諾を任意に解約できるものとします。
4．前三項により本許諾が取り消され、または解約された場合は、乙は本件配信を終了し、該当動画を削除しなければなりません。
第10条（専属的合意管轄）本許諾に関する一切の紛争（調停による裁判手続きを含む）は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


3. 許諾回答欄 （※この欄は申請者にて記入しないでください。株式会社コトブキソリューションが記入します）
御中
貴殿より申請のあった上記タイトルの利用について、本書規定の遵守を条件として、以下の通り許諾いたします。
許諾日： 西暦　　　年 　　月 　　日 　
許諾番号： No. [　　　　　]
■ 特記事項・条件 　☐ 特になし 
　　　　　　　　　　☐ 以下の条件を遵守すること： 


【申請者（乙） 締結権限者情報】 ※電子契約サービス等の送信先となります。
締結権限者 役職及び氏名： [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
[bookmark: _8uaj2mrn8dw6]締結権限者 メールアドレス： [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

電子署名欄：


【許諾者（甲） 締結権限者情報】
株式会社コトブキソリューション
締結権限者 ： 
電子署名欄：
